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会    議    録 

    開催日時        
令和８年２月４日（水）   午後２時００分  開会 

              午後３時２０分  閉会  

場         所 旭川市教育委員会 教育委員会室 

出 

 

席 

 

者 

教 育 長 

及 び 委 員 

教育長 和田 英邦、教育長職務代理者 伊東 義晃、委 員 山崎 與吉 

委 員 坂田 葉子、委 員 鎌本 かおり 

事  

 

務  

 

局 

説 明 員 

学校教育部長       坂本 考生 

学校教育部次長     中瀬 恭子 

学校教育部主幹   田村 貴史 

学務課長      江渕 賢一 

教職員課長     山下 聡司 

教育指導課長    工藤 秀敏 

教育政策課主幹   矢野  敬 

社会教育部長    田村   司 

社会教育部次長   登野 千夏 

社会教育部次長   松野郷正文 

文化振興課長    坂本  剛 

文化ホール担当課長 吉川 泰美 

事 務 局 

職 員 

教育政策課主査    篠原 広光 

教育政策課主査     朝倉 裕幸 
 

傍 聴 者   0人 

公開・非公開の別 一部非公開 

会 議 次 第  

１ 開会 

２ 会議録署名委員 

３ 前回会議録 

４ 審議事項 

 ・議案第１号 令和８年度教育行政方針について 

 ・議案第２号 和解について 

 ・議案第３号 令和７年度一般会計予算の補正について 

 ・議案第４号 令和８年度教育予算について 

・報告第１号 旭川市いじめ防止等対策委員会委員の委嘱（臨時代理）

について 

・報告第２号 契約の締結（臨時代理）について 

・報告第３号 旭川市教育委員会事務局職員の分限処分（臨時代理）に

ついて 

・報告第４号 旭川市教育委員会事務局職員等の人事異動（臨時代理）に

ついて 

・報告第５号 旭川市立小中学校教職員人事の内申（臨時代理）について 

５ 報告事項 

（１） 旭川市議会令和７年第４回定例会の報告について 

（２） 令和７年度教育奨励賞の決定について 

（３） 令和７年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について 

（４） 令和８年旭川市２０歳を祝うつどいの開催結果について 

（５） 第９回井上靖記念文化賞受賞候補者の推薦受付状況について 

（６） 第５次旭川市子ども読書活動推進計画（案）に対する意見提出

手続の結果について 



- 2 - 
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   審 議 内 容 

発 言 者   発 言 要 旨 

 

 

教 育 長    

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

教 育 長 

 

 

各 委 員 

教 育 長 

 

 

 

各 委 員  

教 育 長 

各 委 員 

教 育 長 

 

 

 

各 委 員 

教 育 長 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

各 委 員 

教 育 長 

 

 

 《 開   会  》 

 

ただいまから、令和８年２月定例教育委員会会議を開会いたします。 

 

 《会議録署名委員》 

 

 本日の会議録署名委員は坂田委員、鎌本委員を指名します。 

 

  《 前回会議録 》 

 

会議録ですが、令和７年４月定例会の会議録については、会議録署名委員

に近藤委員と坂田委員を指名しておりましたが、近藤委員が退任されたた

め、改めて伊東委員と坂田委員を指名したいと思いますが、いかがですか。 

異議ありません 

それでは、令和７年４月定例会の会議録署名委員には伊東委員と坂田委

員を指名します。 

令和７年４月定例会の会議録については、既にお手元に配付されており

ますが、その内容について、御意見はありますか。 

ありません。 

御意見がありませんので、これを承認することで御異議ありませんか。 

異議ありません。 

「異議なし。」と認め、令和７年４月定例会の会議録については、承認す

ることといたします。 

なお、５月定例会から令和８年１月定例会の会議録については、現在調製

中でございますので、調製後、承認するということでよろしいですか。 

 異議ありません。 

 「異議なし。」と認め、これら９回の会議録については、調製後、承認す

ることといたします。 

 

 《 審議事項 》 

 

 それでは、審議事項に入ります。 

 お手元に配付されております公開及び会議録記載方法の取扱い一覧につ

いてですが、議案第１号から議案第４号まで、報告第１号から報告第５号ま

で、報告事項（２）、報告事項（３）及び報告事項（５）は、その性質上、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書の規定

により秘密会としたいと思いますが、いかがですか。 

 異議ありません。 

 「異議なし。」と認め、議案第１号から議案第４号まで、報告第１号から

報告第５号まで、報告事項（２）、報告事項（３）及び報告事項（５）は、

秘密会といたします。 
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教 育 長 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

学 校 教 育 部 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 会 教 育 部 長 

 

 

また、報告第１号及び報告第３号から報告第５号までは、旭川市教育委員

会会議規則のとおり、会議録には概要を記載することといたしたいと思い

ますが、いかがですか。 

 異議ありません。 

「異議なし。」と認め、報告第１号及び報告第３号から報告第５号までは、

会議録には概要を記載することといたします。 

 

《 報告事項 》 

 

それでは、報告事項に入ります。 

報告事項（１）｢旭川市議会令和７年第４回定例会の報告について｣、報告

願います。 

旭川市議会令和７年第４回定例会の会期は、令和７年１２月２日から１

２月１７日までの通算１６日間でした。 

学校教育部所管事項に係る質疑の概要についてですが、令和７年１２月

８日から１０日まで行われた一般質問におきまして、日本共産党のまじま

議員から、給食費の値上げ改定の主な要因について質問があり、米価が高値

で推移する中で、給食費を据え置いた場合、必要な栄養価やエネルギー量が

確保できず、栄養バランスが疎かとなり、食育という観点からも課題があ

り、児童生徒にとって望ましい給食を提供するため、値上げの改定としたこ

とを答弁しました。 

次に、公明党の駒木議員から、不登校支援の強化のため、本市にも学びの

多様化学校を設置することに関して、市教委の見解について質問があり、既

存の学校生活になじめず、苦しんでいる子どもたちに対し、柔軟なカリキュ

ラムや、充実した体験学習を提供していく上では、学びの多様化学校が果た

す役割は大きいものと考えており、本年９月に文部科学省から講師を招き、

市教委職員を対象とした研修を開催するなど、設置に向けた検討を進めて

ことを答弁しました。 

次に、民主・市民連合の江川議員から、子ども未来リユースバンク創設に

関して、どのような学用品等を想定しているか質問があり、リユースの対象

品目としては、保護者へのアンケート結果を踏まえ、制服やスキーなど高額

な学用品に加え、希望の多い教材のうち彫刻刀などを想定しており、回収や

譲渡方法とあわせて、課題を整理しながら、検討を行っていることを答弁し

ました。 

次に、１２月１２日と１５日で行われた補正予算等審査特別委員会にお

きまして、旭川市民連合の塩尻委員から、給食施設整備費の事業概要につい

て質問があり、学校給食調理所においては、人員不足や施設設備の老朽化等

の課題がある中、持続的かつ安定的な給食提供体制の構築に向け、現在、そ

れぞれ単独調理所となっている愛宕東小学校と愛宕小学校を令和８年度か

ら、愛宕東小学校を調理校、愛宕小学校を受配校とすることを答弁しまし

た。 

社会教育関係につきましては、一般質問におきまして、２会派２人から質

問がありました。 

旭川市民連合の高木議員から、蛍光灯製造中止への対応に関し、社会教育
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教 育 長 

各 委 員 

教 育 長 

 

 

 

松野郷社会教育部次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部でのＬＥＤ化への進捗状況についての質問があり、科学館や中央図書館

等では今年度末までに完了すること、また、神楽公民館・図書館の一部でも

ＬＥＤ化を実施しており、他の施設についても引き続きＬＥＤ化を進めて

いくことを答弁しています。 

次に、民主・市民連合の上野議員から、部活動改革及びと地域クラブ活動

の今後の取組についての質問があり、文化系部活動についても活動に親し

む機会を確保し、多種多様な活動に参加できる環境を整備していく必要が

あり、状況を見極めながら地域展開の実現に向け検討を進めると答弁して

います。 

次に、補正予算等審査特別委員会において、民主･市民連合の上野委員か

ら科学館光熱水費の補正予算に関して、不足となった要因や年度途中で不

足とならないような予算措置についての質問があり、寒冷だった春先や夏

の猛暑、また、特別企画展等により来場者数が多かったこと等により、冷暖

房稼働率が高かったことが要因と考えていると答弁し、また、実態と乖離し

ているのは予算措置上の課題と認識しており、より実態に近い予算となる

よう精度の高い措置は必要であると副市長が答弁しています。 

本報告について、御意見、御質問はありますか。 

ありません。 

それでは、報告事項（１）｢旭川市議会令和７年第４回定例会の報告につ

いて｣は、報告を受けたこととします。 

次に、報告事項（４）｢令和８年旭川市２０歳を祝うつどいの開催結果に

ついて｣、報告願います。 

 先月１月１１日（日）、旭川市民文化会館におきまして、令和８年旭川市

２０歳を祝うつどいを、午前の部・午前１１時から、午後の部・午後３時か

らの２回に分けて開催いたしました。教育委員の皆様には、御多忙の中、ま

た、長時間にわたり御出席を賜り、誠にありがとうございました。 

 今年の対象者数は、２，４２９人で、当日の参加者数は、午前の部が９１

４人、午後の部が１，０２１人、合計１，９３５人で、参加率は、７９．７％

となっています。前年（令和７年）と比較しますと、参加者数は８１人減少、

参加率は１．１ポイント増加しました。 

つどいのプログラムは、資料のとおりで、会場の様子をＹｏｕＴｕｂｅで

ライブ配信しました。また、式典後のアトラクションでは、協賛企業様から

頂いた旭川の地場産品を中心とした賞品が当たる抽選会を行ない、会場は

大いに盛り上がっておりました。 

このほか、総合庁舎１階では、実行委員が制作したフォトスポットやメッ

セージボードの設置、市内の茶道団体による呈茶など、つどいに参加された

２０歳の多くの方々に楽しんでいただきました。 

 運営の中心を担った実行委員につきましても、事前の準備、あいさつ、司

会など、それぞれの役割を生き生きとしっかり果たしていただき、当日は、

大きなトラブルも無く、無事に終えております。 

 今後、実行委員会で、最後の会議を行い、令和９年の開催日時等を決定す

る予定です。その内容につきましては、３月の教育委員会議で御報告させて

いただきます。 

 令和８年旭川市２０歳を祝うつどいの開催結果についての御報告は、以
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各 委 員 
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登野社会教育部次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 
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教 育 長 

 

 

 

 

教 育 長 

各 委 員 

事 務 局 

 

 

 

教 育 長 

 

上です。 

本報告について、御意見、御質問はありますか。 

ありません。 

それでは、報告事項（４）｢令和８年旭川市２０歳を祝うつどいの開催結

果について｣は、報告を受けたこととします。 

次に、報告事項（６）｢第５次旭川市子ども読書活動推進計画（案）に対

する意見提出手続の結果について｣、報告願います。 

本計画（案）は、第４次推進計画期間が今年度で終了いたしますことか

ら、国及び道の第５次計画を踏まえ、関係団体等の御意見や旭川市教育委員

会会議での御審議をいただいたうえで、昨年１２月１９日から１月２０日

までの期間で、計画（案）に対する意見提出手続を広く市民に対し実施した

ものです。 

今回の意見提出手続でいただいた御意見は、個人から４件となっており

ます。その内容は、学校図書館司書に関するものやＩＣＴに係るものがあ

り、「計画を進めていく上で参考とする御意見」が２件、「計画案と概ね同じ

とする御意見」が２件となっており、各御意見に対する考え方については、

資料に記載したとおりです。 

「全ての子どもが、いつでもどこでも自分から読書に親しむことができ

る環境」づくりを掲げた基本理念のほか、図書館、家庭・地域、幼稚園・保

育所等、学校が互いに連携協力しながら取り組むこととしている、子どもか

ら大人までの継続的な読書習慣の形成、多様な子どもたちの読書機会の確

保、デジタル社会に対応した読書環境の整備、子どもの視点に立った読書活

動の推進、の４つの取組についても、概ね賛同をいただけたものと考えてお

り、いただいた御意見による計画案の変更点はありません。 

この度の結果については、２月に開催する図書館協議会に報告した後、市

のホームページで公表するほか、市政情報コーナーや各支所、公民館に配付

いたします。また、最終の計画（案）につきましては、３月に図書館協議会

及び教育委員会議において御審議いただいた後、今年度内に決定する予定

です。報告は以上です。 

本報告について、御意見、御質問はありますか。 

ありません。 

それでは、報告事項（６）｢第５次旭川市子ども読書活動推進計画（案）

に対する意見提出手続の結果について｣は、報告を受けたこととします。 

 

《 そ の 他 》 

   

 他に、何かありますか。 

 ありません。 

 ありません。 

 

 《  秘 密 会  》 

 

 ここからは、秘密会といたします。 

 議案第１号「令和８年度教育行政方針について」、説明願います。 
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教 育 長 

 

各 委 員 

教 育 長 

 

 

 

教 育 指 導 課 長 

本件につきましては、１月２１日に開催しました教育委員会協議会にお

いていただきました御意見などを踏まえ修正したものです。 

私からは、「はじめに」と「むすび」、「学校教育」について、説明いたし

ます。 

まずは、全体的に平易な表現で伝えることや言葉の適正さの吟味等によ

る修正を行っており、「はじめに」及び「むすび」につきましても、軽微な

修正を行いましたが、内容に変更はございません。 

次に、「学校教育」についてです。いじめ・不登校対策につきましては、

掲載箇所に関する御意見をいただきましたので、健やかな体の育成の項目

の次に掲載いたしました。 

また、いじめ対策につきましては、これまでの不登校重大事態の調査結果

を踏まえ、きめ細かな再発防止に取り組み、「旭川モデル」を着実に推進し

ていく記載を、「学びの多様化学校」につきましては、市立での義務教育学

校の特例校として整備する記載を追加しました。 

次に、学校給食につきましては、全体の流れを考慮し、大項目「子どもた

ちに未来を生き抜く力を育む」の最後としました。また、小学校につきまし

て、当初想定していた保護者負担分が、予算査定により増額配分され公費負

担となり、保護者の負担額が発生しなくなりましたので、その旨の修正を行

っております。 

次に、大会選手等派遣費補助金の拡充につきましては、部活動の地域展開

との兼ね合いに関する御意見をいただきましたが、地域展開は、国が示す１

３年度までに段階的に拡大するもので、部活動は、当面の間、存続するこ

と、また、市長公約でもあるため、文言を整理した上で、項目としては、残

したところです。一方、地域展開の動向を踏まえて、補助対象者の扱いな

ど、現状の補助制度について検討が必要と考えております。 

続きまして、社会教育について御説明いたします。 

「社会教育」に関する記述につきましては、１月２１日開催の教育委員会

協議会でお示ししました案から、一部内容を精査し、修正したものとなりま

す。 

修正した主な内容としましては、地域における学びの循環のうち、生涯学

習フェアにつきましては、今年度と同様の継続事業であり教育行政方針全

体の分量と事業予算規模を勘案し、削除いたしました。  

そのほか、一部、文章のつながりや、表現などについて吟味し、所要の修

正を行っております。説明は、以上です。 

本案について御意見、御質問等はありますか。 

 ありません。 

 それでは、議案第１号「令和８年度教育行政方針について」は、原案どお

り決定することで御異議ありませんか。 

 異議ありません。 

「異議なし。」と認め、議案第１号については、原案どおり決定します。 

 なお、今後、市政方針との兼ね合いを見ながら、文言等の微調整をさせ

ていただく可能性がありますことを御了承ください。 

次に、議案第２号「和解について」、説明願います。 

本件は、いじめの重大事態に係る訴訟の和解による解決につきまして、旭
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川市議会第１回定例会に提案するよう、市長に意見を申し出るものです。 

本訴訟は、原告が被告旭川市に対し、当該生徒が被害となるいじめを認知

し、重大事態として早期に措置を講じなかったことや、当該生徒の自殺を予

見し、それを回避するための措置を行わなかったことが当該生徒の自殺に

つながったものとして、損害賠償請求を行ったものであります。 

令和７年６月に旭川地方裁判所において第１回口頭弁論が行われ、その

後、６回、弁論準備手続が非公開で開催されております。 

本市の対応といたしましては、学校がいじめを認知し、少なくとも学級外

でのいじめを重大事態として認定すべきであったことや、再調査報告書の

記載にあるとおり、いじめと自殺との間に事実的因果関係があったことは

認めております。一方、当時、学校が学級内でのいじめ行為を把握していた

ことや、いじめ被害から長期間を経た後においても自殺につながると予見

できたことは否認するとともに、重大事態としての認定はしていなかった

ものの、学校が関係生徒への聴き取りや原告への説明等を丁寧に行ってい

たことや、当該生徒が原告の管理下である自宅から失踪して亡くなってい

ることなどから、過失相殺や損益相殺について主張してまいりました。 

１２月２２日に開催された第５回弁論準備手続において、裁判所から和

解勧告の考え方が示され、令和８年１月２６日に開催された第６回弁論準

備手続において、裁判所から、和解条項案の提示を受けたところであり、市

長部局や代理人弁護士との協議を踏まえ、次の６点を理由として、和解に応

じる方針となったところです。 

 本訴訟においてこれまでの裁判手続により、本市の主張は尽くされてい

ること、本市は、学校が被害生徒の入水自殺未遂以降、本事案をいじめ重大

事態として取り扱わなかったことを除き、適切に対応しており、被害生徒の

自殺に関して損害賠償責任を負わないと主張してきたが、裁判手続の中で

裁判長から、学校の責任は免れないと示唆されており、この点における本市

の主張についてこれ以上認められることは難しいと考えられること、また、

本事案をいじめ重大事態として取り扱わなかったことについては当初から

学校及び教育委員会に過失があると認めていること、本市の主張が全て認

められたものではないが、裁判長から示された和解金額は、本市の主張を一

定程度受け入れたものであり、適当な金額であると裁判長が認めたもので

あること、また、この和解案の考え方を受け入れず判決を受けたとしても当

該金額を下回る可能性は低いと考えられること、さらに、和解案の考え方を

受け入れず判決を受けた場合は、解決まで時間を要してしまい、教育委員会

としては、社会的関心が高い本事案について、いたずらに長引かせることは

適当ではなく、早期に解決することが望ましいと考えていること。 

和解条項案の内容につきましては、本市が損害賠償として７千万円を原

告に支払うこと、この金額は、本市のいじめ再発防止に向けた取組を原告も

評価し、合意するものであること、７千万円のうち３千万円は、日本スポー

ツ振興センターの死亡見舞金を充当したため、本市は４千万円を支払うこ

と、原告はその他の請求を放棄すること、和解条項に定めるほかに債権責務

が存在しないことを相互に確認すること、訴訟費用は各自の負担とするこ

ととなっております。 

補正予算案につきましては、賠償金４千万円のうち２千万円を本市が加
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入している全国市長会の学校災害賠償保障保険を活用し、残りの２千万円

を一般財源から支出するというものです。 

今後につきましては、２月の議会審議を経て、３月に裁判所の指揮の下、

原告と和解に合意し、和解調書を作成した上で、本市から原告に和解金を支

払うこととなります。以上、よろしくご審議いただきますようお願い申し上

げます。 

本案について御意見、御質問等はありますか。 

ありません。 

それでは、議案第２号「和解について」は、原案どおり決定することで御

異議ありませんか。 

異議ありません。 

「異議なし。」と認め、議案第２号については、原案どおり決定します。 

次に、議案第３号「令和７年度一般会計予算の補正について」、説明願い

ます。 

本件は、令和７年度旭川市一般会計補正予算について、令和８年第１回定

例市議会に議案を提出するよう、市長へ意見を申し出るものです。 

今回の学校教育部の補正につきましては、国の令和７年度補正予算によ

り国庫補助金の交付決定が見込まれることなどから、令和８年度に予定し

ております事業の一部を令和７年度予算に前倒しして計上するものが９事

業、光熱水費等の高騰によるものが４事業、その他の事業が３事業であり、

また、債務負担行為を設定する事業が４事業となっております。 

まず、国の補正予算に伴い、令和８年度に予定しております事業の一部を

令和７年度予算に前倒しして計上するものつきまして、御説明いたします。 

給食施設整備費（小学校）補正額１，５０８万８千円につきましては、東

町小学校の給食室のエアコン改修工事及び江丹別小学校の給食室のエアコ

ン設置工事に係る経費を補正するものであり、事業費は、繰越明許費として

その全額を令和８年度に繰り越す予定です。財源は、国庫補助金が２４５万

５千円、市債が１，２４０万円、一般財源が２３万３千円となっておりま

す。 

次に、学校施設大規模改修費（小学校）補正額２億４，１８８万２千円に

つきましては、向陵小学校トイレ改修及び神楽小学校暖房設備改修に係る

工事の経費を補正するものであり、事業費は、繰越明許費として全額を令和

８年度に繰り越す予定です。財源は、国庫補助金が５，６５９万３千円、市

債が１億８，４６０万円、一般財源が６８万９千円となっております。 

次に、学校施設大規模改造費（小学校）補正額１億３，９６６万円につき

ましては、非構造部材の耐震化工事に係る経費を補正するものであり、事業

費は、繰越明許費として全額を令和８年度に繰り越す予定です。財源は、国

庫補助金が４，４０１万８千円、市債が９，５３０万円、一般財源が３４万

２千円となっております。 

次に、学校施設大規模改修費（中学校）補正額２億５，６６４万８千円 

につきましては、旭川中学校給水設備改修及び広陵中学校暖房設備改修に

係る設計、春光台中学校トイレ改修、明星中学校暖房設備改修に係る工事の

経費を補正するものであり、事業費は、繰越明許費として全額を令和８年度

に繰り越す予定です。財源は、国庫補助金が４，９５４万６千円、市債が２
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億１７０万円、一般財源が５４０万２千円となっております。 

次に、学校施設大規模改造費（中学校）補正額 ６，７５５万円につきま

しては、非構造部材の耐震化工事に係る経費を補正するものであり、事業費

は、繰越明許費として、全額を令和８年度に繰り越す予定です。財源は、国

庫補助金が１，９７１万６千円、市債が４，７７０万円、一般財源が１３万

４千円となっております。 

次に、豊岡小学校増改築費補正額５，０７０万円につきましては、旧屋体

及び渡り廊下の解体に係る工事の経費を補正するものであり、事業費は、繰

越明許費として全額を令和８年度に繰り越す予定です。財源は、国庫補助金

が１，４９２万８千円、市債が３，４４０万円、一般財源が１３７万２千円

となっております。 

次に、永山西小学校増改築費補正額４億円につきましては、グラウンド整

備に係る工事の経費を補正するものであり、事業費は、繰越明許費として全

額を令和８年度に繰り越す予定です。財源は、国庫補助金が２，０２０万

円、市債が３億７，９８０万円となっております。 

次に、学校施設冷房設備整備費（小学校）補正額２億２，７７３万３千円

及び学校施設冷房設備整備費（中学校）補正額７億６，８３９万５千円につ

きましては、普通教室等へのエアコン設置業務に係る経費を補正するもの

であり、事業費は、繰越明許費として全額を令和８年度に繰り越す予定で

す。財源は、小学校費が、国庫補助金が６，８１７万８千円、市債が１億５，

７２０万円、一般財源が２３５万５千円、中学校費は、国庫補助金が２億５

０８万３千円、市債が５億６，１３０万円、一般財源が２０１万２千円とな

っております。 

次に、燃料費や光熱水費の高騰に伴い、予算が不足する見込みのため、補

正しようとするものについて、御説明いたします。 

東旭川学校給食センター管理費補正額４３２万２千円、学校施設管理費

（小学校）補正額７，０７３万８千円、学校施設管理費（中学校）補正額３，

４３２万９千円、富沢ふれあいの家管理費補正額５４万６千円の４事業と

なり、財源は、全て一般財源です。 

次に、その他に事業として、管理事務費（教育政策課・中学校）補正額４，

０００万円につきましては、議案第２号でも御審議いただきましたが、いじ

めの重大事態に係る損害賠償請求訴訟について、和解に伴い損害賠償金を

支払うため、補正するものです。財源は、諸収入として学校災害賠償補償保

険金が２，０００万円、一般財源が２，０００万円となっております。 

次に、特別支援教育振興費（小学校）補正額２６７万円及び特別支援教育

振興費（中学校）補正額２６７万１千円につきましては、支給人数等の増加

に伴い特別支援教育就学奨励費が増加し、扶助費の予算が不足する見込み

となったため、補正するものです。財源は、小学校費が、国庫補助金が１３

３万５千円、一般財源が１３３万５千円、中学校費は、国庫補助金が１３３

万５千円、一般財源が１３３万６千円となっております。 

次に、債務負担行為の設定について御説明します。 

令和８年４月１日から業務の履行を開始する必要があることから、令和

７年度中に契約を締結するため、債務負担行為を設定するものであり、ま

ず、令和８年度を期間とする事業につきまして御説明します。 
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学校運営充実費（小学校）につきましては、小学校の校務支援ソフトウェ

ア使用料について、７１５万円を限度額とする債務負担行為を設定するも

のです。 

次に、学校運営充実費（中学校）につきましては、中学校の校務支援ソフ

トウェア使用料について、３５７万５千円を限度額とする債務負担行為を

設定するものです。 

次に、学校ＩＣＴ環境整備費につきましては、学校ＩＣＴ支援業務委託料

について、１，２８７万３千円を限度額とする債務負担行為を設定するもの

です。 

次に、学校施設冷房設備整備費（中学校）につきましては、先ほど御説明

しましたエアコンを設置する中学校２０校の冷房設備整備費について、１

億８，６９０万７千円を限度額とし、令和９年度を期間とする債務負担行為

を設定するものです。 

続きまして、社会教育部の令和７年度旭川市一般会計補正予算について

御説明いたします。 

今回の社会教育部の補正につきましては、国の令和７年度補正予算によ

り今年度中に国庫補助金の交付決定が見込まれることなどから、令和８年

度に予定する事業の一部を令和７年度予算に前倒しして計上するものが８

事業、社会教育施設の燃料費や光熱水費の高騰によるものが７事業、寄附の

増加による積立金の増額に伴うものが１事業、また、債務負担行為の設定す

る事業が２事業となっております。 

はじめに、国の補正予算に伴い、令和８年度に予定しております事業の一

部を令和７年度予算に前倒しして計上する８事業につきまして、御説明い

たします。なお、これら８事業の補正額につきましては、繰越明許費として

全額を令和８年度に繰り越す予定です。 

文化芸術活動振興費補正額２千８万８千円につきましては、文化芸術活

動振興事業実施に要する経費を補正するものであり、財源は、国庫補助金が

８１３万７千円、その他の収入が１３９万９千円、一般財源が１千５５万２

千円となっております。 

次に、井上靖記念館管理費補正額２千２３７万６千円につきましては、井

上靖記念館の企画運営に要する経費を補正するものであり、財源は、国庫補

助金が９９５万円、その他の収入が１８４万１千円、一般財源が１千５８万

５千円となっております。 

次に、中原悌二郎賞関係費補正額５０万９千円につきましては、中原悌二

郎賞の企画立案に要する経費を補正するものであり、財源は、国庫補助金が

２５万５千円、一般財源が２５万４千円となっております。 

次に、彫刻美術館事業活動費補正額５３４万３千円につきましては、彫刻

展示事業等実施に要する経費を補正するものであり、財源は、国庫補助金が

２５０万７千円、その他の収入が８万５千円、一般財源が２７５万１千円と

なっております。 

次に、旭川彫刻フェスタ開催負担金補正額３０万円につきましては、旭川

彫刻フェスタ実施に要する経費を補正するものであり、財源は、国庫補助金

が１５万円、一般財源が１５万円となっております。 

次に、野外彫刻管理費補正額２２３万９千円につきましては、野外彫刻の
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修繕等に要する経費を補正するものであり、財源は、国庫補助金が１９万２

千円、その他の収入が３６万５千円、一般財源が１６８万２千円となってお

ります。 

次に、市民芸術マルシェ（仮称）運営費補正額１２０万円につきまして

は、市民芸術マルシェ（仮称）の事前調査等の実施に要する経費を補正する

ものであり、財源は、国庫補助金が６０万円、一般財源が６０万円となって

おります。 

次に、優佳良織普及促進事業補助金補正額４２８万９千円につきまして

は、優佳良織普及促進事業実施に要する経費を補正するものであり、財源の

内訳としましては、国庫補助金が１３６万６千円、一般財源が２９２万３千

円となっております。 

補正額全額を令和８年度に繰り越す予定の事業は、以上となります。 

続いて、燃料費や光熱水費の高騰に伴い、予算が不足する見込みのため、

補正しようとする７事業について、御説明いたします。 

常磐館管理費補正額１００万円、公民館管理費補正額１３２万８千円、図

書館管理費補正額２２８万８千円、神楽市民交流センター管理費補正額２

３４万２千円、文化会館管理費補正額２９１万８千円、大雪クリスタルホー

ル管理費補正額１４８万８千円、彫刻美術館管理費補正額１０１万７千円

の７事業となり、財源は全て一般財源となっております。 

続いて、寄附の増加による積立金の増額に伴うものについて、御説明いた

します。 

文化芸術振興基金積立金補正額２８１万５千円につきましては、当初見

込んでおりました金額を超える寄附金が寄せられたことから、寄附金収入

及び積立金を補正しようとするものです。 

最後に、債務負担行為の設定について、御説明いたします。 

図書館補修費につきましては、末広図書館及び東光図書館の変圧器等を

改修しようとするものであり、機器の納期や作業の準備期間などを考慮し

た結果、令和７年度中に契約を締結する必要があることから、令和８年度を

期間とし、それぞれ９１７万円と１千１３０万円を限度額とする債務負担

行為の設定を行おうとするものです。 

次に、科学館管理費につきましては、科学館プラネタリウムのドームシア

ターコンテンツ上映権賃借料について、令和８年度から２か年を期間とし、

３６３万円を限度額とする債務負担行為の設定を行おうとするものです。 

説明は以上です。 

本案について御意見、御質問等はありますか。 

ありません。 

それでは、議案第３号「令和７年度一般会計予算の補正について」は、原

案どおり決定することで御異議ありませんか。 

異議ありません。 

「異議なし。」と認め、議案第３号については、原案どおり決定します。 

次に、議案第４号「令和８年度教育予算について」、説明願います。 

本件については、令和８年度教育予算に係る令和８年度旭川市一般会計

予算について、今月、開催が予定されている旭川市議会令和８年第１回定例

会に議案を提出するよう、市長に意見を申し出るものです。 
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はじめに、学校教育部所管分について、御説明いたします。 

まず、本市全体の令和８年度一般会計予算案については、１，８１８億円

であり、対前年度比１６億６千万円の増、率にして０．９％の増となってお

ります。教育費全体の概要については、市長部局の総合政策部、総務部、子

育て支援部及び観光スポーツ部が所管する予算を含めた「教育費」の総額

は、１０８億５，２７８万３千円であり、対前年度比３，９８４万円の減、

率にして０．４％の減となっております。 

学校教育部の予算概要については、「第２期旭川市学校教育基本計画」に

掲げる３つの目標である、「子どもたちに未来を生き抜く力を育む」、「子ど

もたちの学びの環境を整える」、「子どもたちをともに育て豊かな学びをつ

くる」について、関連する事業を中心に一般財源を配分しています。その結

果、学校教育部所管では、合計６６億６，９９０万６千円、対前年度比  

８億８，２４０万７千円の減、率にして１１．７％の減となっております。 

また、社会教育部所管では、合計２２億４，８２５万６千円、対前年度比  

６，１０８万９千円の増、率にして２．８％の増となっており、両部を合わ

せた教育委員会予算は、合計８９億１，８１６万２千円、対前年度比  

８億２，１３１万８千円の減、率にして８．４％の減となっております。 

次に、学校教育部所管の主な事業、事業費、事業内容のうち、昨年１１月

に実施した市長への予算要望に係る主な事業について、御説明申し上げま

す。 

まず、校内教育支援センター推進費１，６７３万８千円についてです。  

本市の不登校児童生徒数は、令和６年度は５３０人となるなど、近年、高止

まりの状況が継続しており、不登校の状況に応じた支援体制の整備が喫緊

の課題となっております。校内教育支援センターは、自分の教室に入りづら

い生徒が落ち着いた空間の中で、自分のペースで学習・生活ができるよう支

援するもので、今年度から、緑が丘中学校と永山南中学校の２校に設置し、

いじめ対策官を兼務する「スクールライフサポーター」を配置して、ニーズ

に応じた学習のサポートといじめ防止対策を支援しております。この事業

は、多くの不登校生徒がきめ細かな支援を受けられるよう、市内８地区の中

学校に１校ずつ設置する、全市展開を計画しており、令和８年度は中学校３

校に新たに設置し、スクーライフサポーターを配置いたします。 

次に、学びの多様化学校設置準備費７０万３千円についてです。従来の学

校になじめず、学びにアクセスできない児童生徒が多数いる状況の中で、新

たに「学びの多様化学校」を設置し、その実態に即した柔軟な学びの場を創

出いたします。学びの多様化学校では、総授業時数の削減や独自の教科を設

定でき、ゆとりある柔軟なカリキュラムにより、特色ある教育活動を行うこ

とができるため、本市の特色を生かした独自の教育課程の編成や学習環境

の整備を行い、全国初となる市立での小中一貫の義務教育学校としての開

校を目指します。なお、校舎については、適正配置対象の閉校となる小学校

の活用を考えており、令和８年度は、専門家を交えて設置に向けた検討委員

会を開催し、３年間の準備を経て、令和１１年４月の開校を目指し、取組を

進めたいと考えております。 

次に、こども未来リユースバンク事業費４６８万１千円についてです。授

業や学校生活で必要不可欠な学用品に係る経費は、小学校と中学校の９年
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間で、少なくとも８３万円程度は必要であると試算しており、世帯全体の約

２０％は生活保護や就学援助で公的支援があるものの、残りの約８０％の

世帯は公的支援がなく、すべて家庭の負担となっており、その負担感は大き

いものがあります。また、物価高騰が続く中で、家庭の負担は更に大きくな

ることが予想されることから、保護者の負担軽減の取組として、令和８年度

から、スキーや制服などの１１品目の学用品を対象に無償で回収し、必要な

家庭に譲渡し再利用する「子ども未来リユースバンク」を創設いたします。 

次に、学校給食費支援費小学校９億１，１８５万３千円、中学校１億１，

８３３万３千円についてです。令和７年度の給食費改定後も物価高騰が続

いていることから、令和８年度においても、改定を決定したところです。令

和８年度予算では、保護者の経済的負担を軽減するため、小学校において

は、国の負担軽減、いわゆる給食費無償化による支援額が年額５７，２００

円となっておりますが、本市の給食費はその基準額を超えるため、超えた分

である年額１６，０００円についても、市として全額公費負担することと

し、保護者負担をなしといたします。中学校においては、国の負担軽減の対

象外となっておりますが、令和７年度及び令和８年度値上げ分を支援する

こととし、公費負担額は、中学校１・２年生は年額１７，４００円、中学校

３年生は年額１６，６００円となっております。これにより、令和８年度の

保護者負担額は、小学校は、保護者負担なし、中学校は、令和７年度と同額

であり、１・２年生は、年額６８，４００円、３年生は、年額６５，１００

円となっております。 

次に、学校施設冷房設備整備費です。令和７年度補正予算となりますが、

小学校で２億２，７７３万３千円、中学校で７億６，８３９万５千円につい

てですが、普通教室等へのエアコンの設置は、小学校は令和８年夏までに、

中学校は令和９年夏までに完了するよう、整備を進めてまいります。なお、

予算要望時には令和８年度は、新たに体育館へのエアコンの設置について、

全校の事前調査を実施する予定でありましたが、設置方法などの事業内容

について再検討を求められたため、令和９年度以降に見送りとなっており

ます。 

学校教育部の予算概要は以上です。 

続きまして、社会教育部では、社会教育基本計画に基づく、５つの基本目

標の達成に向け、令和８年度も各種事業に取り組んでまいります。 

はじめに、昨年１１月に実施しました市長への予算要望に係る主な事業

につきまして、御説明いたします。 

基本目標５の関連事業、アイヌ施策推進費につきましては、第２期アイヌ

施策推進地域計画に基づき、アイヌ団体等と協働してアイヌ文化の保存・伝

承と普及・理解の促進を目指すものです。令和８年度は、神居古潭に仮設の

ユニットハウスを設置し、アイヌ団体に観光案内等の運営を委託するとと

もに、訪れた方にアイヌの人々の間に伝わる神居古潭の魔神伝説を楽しく

わかりやすく伝えるため、スマートフォンを通じて現地の風景に魔神をは

じめとするキャラクターのアニメーションを重ねることで、伝説のストー

リーが再現される最新のＡＲ技術の基盤整備を行います。こうした取組を

きっかけにして、多くの方が地域のアイヌ文化に関する施設等を巡り、学び

を深めていけるように事業を進めてまいります。 
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次に、市長公約の事業でもあります、基本目標４の関連事業で、資料の下

段に記載してあります、文化施設等整備費について、御説明いたします。市

民文化会館の建替えに向け、施設整備内容の具体的な検討を行う基本計画

検討会を引き続き開催するとともに、令和７年度にイメージ模型を活用し、

若い世代や現在の市民文化会館を利用したことがない市民など、幅広い

方々からいただいた意見なども踏まえ、文化芸術活動に相応しい新文化ホ

ールとなるよう、令和８年度では施設の規模や内容等を検討し、基本計画の

策定に向けた取組を進めてまいります。 

以上、社会教育部が所管する予算概要についての説明とさせていただき

ます。 

本案について御意見、御質問等はありますか。 

魔神伝説とは何ですか。 

アイヌの人々の間で古くから伝わる魔神伝説というものがあり、神居古

潭には魔神の足跡や首など、奇岩となって残っていると言われています。神

居大橋から上流側に点在していますが、現地に行って説明を受けなければ

なかなか伝わらないということもあり、アイヌ団体の方に夏場の観光案内

をお願いし、要所要所にＡＲコンテンツを整備し、現地の風景を取り入れな

がら、魔神伝説のストーリーを体験できるような環境を整えようと考えて

います。 

他に御意見、御質問等はありますか。 

ありません。 

それでは、議案第４号「令和８年度教育予算について」は、原案どおり決

定することで御異議ありませんか。 

異議ありません。 

「異議なし。」と認め、議案第４号については、原案どおり決定します。 

 

＜報告第１号「旭川市いじめ防止等対策委員会委員の委嘱（臨時代理）に

ついて」＞ 

令和８年２月４日から令和１０年２月３日付けまでを任期とする旭川市

いじめ防止等対策委員会委員の任命について、教育長が臨時に代理した旨

を報告し、報告のとおり了承した。 

 

次に、報告第２号「契約の締結（臨時代理）について」、報告願います。 

大雪クリスタルホール照明装置更新業務については、旭川市議会令和７

年第４回定例会において債務負担行為を設定し、本年１月１６日に入札を

実施した結果、契約の相手方を東邦電設株式会社に決定し、資料のとおり仮

契約を締結したところであります。この契約は、「議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例」第２条に規定する予定価格１億

５千万円以上の工事の請負契約に該当するため、本契約の締結に当たり、議

会の議決が必要となることから、旭川市議会令和８年第１回定例会への議

案提出に係る旭川市長への意見申出について、市議会への議案提出期限の

関係から、旭川市教育委員会事務委任規則第１条第２項の規定に基づき、教

育長が臨時に代理いたしましたので、同条第３項の規定により御報告する

ものです。説明は以上です。 
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本報告について御意見、御質問等はありますか。 

ありません。 

それでは、報告第２号「契約の締結（臨時代理）について」は、報告を受

けたこととします。 

 

＜報告第３号「旭川市教育委員会事務局職員の分限処分（臨時代理）につ

いて」＞ 

令和８年２月１日付け旭川市教育委員会事務局職員の分限処分につい

て、教育長が臨時に代理した旨を報告し、報告のとおり了承した。 

 

＜報告第４号「旭川市教育委員会事務局職員等の人事異動（臨時代理）に

ついて」＞ 

令和８年１月９日付けから同年１月１５日付けまでの旭川市教育委員会

事務局職員等の人事異動について、教育長が臨時に代理した旨を報告し、報

告のとおり了承した。 

 

＜報告第５号「旭川市立小中学校教職員人事の内申（臨時代理）につい

て」＞ 

令和８年１月７日付けの北海道教育委員会に対し行った旭川市立小中学

校教職員人事の内申について、教育長が臨時に代理した旨を報告し、報告の

とおり了承した。 

 

次に、報告事項（２）「令和７年度教育奨励賞の決定について」、報告願い

ます。 

旭川市教育奨励賞は、文化、スポーツの分野においてすぐれた実績を挙げ

た小学校、中学校、高等学校の児童、生徒又はその団体を、学校長の推薦に

基づいて表彰しているものです。 

今年度は、８人の個人並びに３団体を被表彰者として決定いたしました

ので、報告させていただきます。贈呈式につきましては、別途、日程につい

て被表彰者と調整の上、教育委員会において令和８年３月中に執り行い、表

彰状及び記念品を授与する予定です。 

 本報告について御意見、御質問等はありますか。 

ありません。 

それでは、報告事項（２）「令和７年度教育奨励賞の決定について」は、

報告を受けたこととします。 

次に、報告事項（３）「令和７年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査

結果について」、報告願います。 

令和７年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果が、１月８日にス

ポーツ庁から提供され、本市の結果報告書をとりまとめましたので、概要に

ついて報告いたします。 

小学校では、男女の「握力」「反復横とび」、男子の「上体起こし」、女子

の「ソフトボール投げ」で全国平均を上回っております。 

実技の状況を総合的に表す「体力合計点」につきましては、男子におい

て、令和６年度を上回る数値となり、女子についても令和６年度とほぼ同様
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の数値となっております。 

中学校では、男子の「握力」のみ全国を上回っております。また、男子の

「長座体前屈」「５０ｍ走」の２種目、女子の「長座体前屈」の１種目で北

海道を上回っております。「体力合計点」につきましては、男女共に、令和

６年度を上回る数値となっております。 

続きまして、児童生徒質問調査において、結果に特徴が見られた項目で、

「体育・保健体育の授業は楽しいですか。」及び「体育・保健体育の授業で、

タブレットなどのＩＣＴを使って学習することで、『できたり、わかったり』

することがありますか。」という質問に対し、「楽しい」又は「いつもある」

と回答した割合は、小学校・中学校どちらも男女共に、全国と北海道の平均

を上回っております。 

次に、学校質問調査において、結果に特徴が見られた項目で、「調査やデ

ータ等に基づき、ＰＤＣＡサイクルを確立しているか」という質問につい

て、「よく行っている」と回答した割合が、全国と北海道の平均を上回って

おります。 

これらの結果から、本市の児童生徒の体力・運動能力については、「体力

合計点」が依然として全国及び北海道の平均に届いていないものの、小学校

は男女共に、全国との差が１点以内となっており、中学校は男女共に、合計

点が昨年度を上回り、特に、男子においては、全国との差が、４年連続で改

善していることから、向上している傾向にあると捉えております。 

また、小学校・中学校どちらも男女共に、「継続的にＩＣＴを活用し、自

身の動きを客観的に捉えることを通して、技能や知識の定着につなげるな

ど指導の工夫を行ったことにより、『できたり、わかったり』することがあ

る」と肯定的に回答している児童生徒の割合が、全国及び全道を上回ったも

のと捉えております。 

一方で、小学校では、「体育の授業は楽しい・やや楽しい」と肯定的に回

答している児童の割合が、全国及び全道を下回ったことが課題であり、今後

は、運動が苦手な児童へのスモールステップの指導や学習環境の充実など、

授業に対する意欲を高める指導の一層の工夫や改善が必要であると考えて

おります。 

中学校では、「目標（ねらい・めあて）を意識して学習することで、『でき

たり、わかったり』することがある」と肯定的に回答している生徒の割合

が、全国を下回ったことが課題であり、今後は、授業の目標を明示すること

や、新体力テストの結果等を活用し、個々の実態に応じた具体的な目標を生

徒自身が立てることなど、指導の工夫や改善が必要であると考えておりま

す。 

今後につきましては、本市の体育及び保健体育を担当する教員で構成し

た「授業力向上プロジェクトチーム」において、本調査の成果と課題を踏ま

えた「旭川市体力向上授業実践等事例集」を作成し、本資料と併せて市のホ

ームページに掲載することにより、公表するとともに、教職員研修におい

て、体育・保健体育の授業や授業以外における体力向上の取組の好事例と合

わせて周知するなどして、活用の促進を図ってまいります。 

また、北海道教育委員会の「体育エキスパート教員巡回指導事業」を活用

し、本市の小学校に配置される体育エキスパート教員の取組について、学校
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訪問等を通じて広く普及啓発するなどして、各学校における「体力向上プラ

ン」に基づいた体力向上のマネジメントを組織的・計画的に進められるよう

支援してまいります。 

こうした取組を通じて、教員の資質向上や児童生徒の体力、運動能力及び

運動習慣の向上を図ってまいります。報告は、以上です。 

本報告について御意見、御質問等はありますか。 

５０ｍ走など脚力が弱いのは北国の特徴ですか。 

一概にそうとは言えませんが、その傾向は続いています。 

体育・保健体育の授業が「楽しい」と思っている児童生徒が全国を上回っ

ていることは良いことです。一方で小学校については「楽しくない」と思っ

ている児童が全国よりも多いため、先生方にはそうした児童が楽しいと思

うことができるような授業や指導を行ってほしいと思います。 

意欲を高めたり力を付けることができるような授業改善が必要だと思い

ます。今後、教職員研修や学校訪問を通じて、授業改善の取組を推進してま

いります。 

他に御意見、御質問等はありますか。 

ありません。 

それでは、報告事項（３）「令和７年度全国体力・運動能力、運動習慣等

調査結果について」は、報告を受けたこととします。 

次に、報告事項（５）「第９回井上靖記念文化賞受賞候補者の推薦受付状

況について」、報告願います。 

第９回井上靖記念文化賞につきましては、 昨年１１月４日から全国の文

学館、美術館、文化芸術関連の支援団体及び有識者の方などを通じ、推薦の

受付を行いましたところ、２５件の御提出がありました。この推薦結果に、

前回実施時の選考で一定の評価がありました候補者を加え、本事業を共同

で実施する一般財団法人井上靖記念文化財団と協議を行った結果、今回は、

特にこれからの活躍が期待できる２６件を受賞候補者として選考を進める

ことといたしました。 

今後のスケジュールとしましては、２月２８日に東京都内で選考委員会

を開催の上で受賞者を決定し、３月上旬頃に、発表させていただく予定で

す。 

贈呈式につきましては、井上靖氏の生誕月であります５月下旬に、市内に

おいて行う予定で調整しております。教育委員の皆様にも、贈呈式の御案内

をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

本報告について御意見、御質問等はありますか。 

ありません。 

それでは、報告事項（５）「第９回井上靖記念文化賞受賞候補者の推薦受

付状況について」は、報告を受けたこととします。 

 

 《 そ の 他 》 

 

本日の審議事項は以上ですが、他に何かありますか。 

ありません。 

それでは、以上で令和８年２月定例教育委員会会議を終了いたします。 
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